
該当団体数15 15 15 15 15 0 14 8 0 13 13 9 1 0 1 1 13 4 1 0 0 0 2 2

富山県 富山市 教育委員会学校教育課 076-443-2134 gakkoukyoiku-01@city.toyama.lg.jp
https://www.city.toyama.toyama.jp/kyoikuiinkai/gakkokyoiku
ka/gakuyohinnadonoenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

富山県 高岡市 教育委員会学校教育課 0766-20-1451 school@city.takaoka.lg.jp http://www.city.takaoka.toyama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富山県 魚津市 魚津市教育委員会学校教育課 0765-23-1044 school@city.uozu.lg.jp
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?ser
vno=90 ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会に来庁され申請書を希望された方には、その場で申請
書を渡している。

富山県 氷見市
氷見市教育委員会事務局学校教
育課 0766-74-8213 gakkoukyouiku@city.himi.lg.jp http://www.city.himi.toyama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富山県 滑川市 滑川市教育委員会　学務課 076-475-2111 gakumu@city.namerikawa.lg.jp
http://www.city.namerikawa.toyama.jp/guide/svGuideDtl.asp
x?servno=6283 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市のＨＰ上に申請書の様式を掲載している

富山県 黒部市 黒部市教育委員会学校教育課 0765-54-2701 gakogako@city.kurobe.toyama.jp
http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?se
rvno=1000 ○ ○ ○ ○ ○

富山県 砺波市 教育委員会教育総務課 0763-82-1903 kyoso@city.tonami.lg.jp http://www.city.tonami.toyama.jp ○ ○ ○ ○ ○

富山県 小矢部市 教育委員会教育総務課 0766-67-1760 ksoumu@city.oyabe.lg.jp
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/kyouikuiinkai/kyoui
kusoumuka/shougakukin/1496305794694.html ○ ○ ○ ○ ○

富山県 南砺市
南砺市教育委員会教育部教育総
務課 0763-23-2012 kyoikusomuka@city.nanto.lg.jp http://www.city.nanto.toyama.jp ○ ○

富山県 射水市 射水市教育委員会学校教育課 0766-51-6635 gakkou@city.imizu.lg.jp
http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svguidedtl.aspx?servn
o=746 ○ ○ ○ ○

富山県 舟橋村 教育委員会 076-464-1121 info@vill.funahashi.toyama.jp http://www.vill.funahashi.toyama.jp/living_guide/08_1.html ○ ○ ○

富山県 上市町 教育委員会事務局　学校教育班
076-472-1111　内線
（343） k.gakkou@town.kamiichi.toyama.jp http://www.town.kamiichi.toyama.jp ○ ○ ○ ○

富山県 立山町
立山町教育委員会　教育課　学
校教育係 076-462-9981 kyouiku@town.tateyama.toyama.jp http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/top.aspx ○ ○ ○ ○ ○

富山県 入善町 教育委員会事務局　学校教育係 0765-72-3854
kyoikuiinkai@town.nyuzen.toyama.j
p

https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gakko/kyoiku/shugakue
njo/index.html/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富山県 朝日町 朝日町教育委員会事務局 0765-83-1100 kyoui@int.town.asahi.toyama.jp
http://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kyoiku/144920632
6507.html ○ ○ ○ ○ ○

・就学時健診の際に保護者へ制度の書類を配布
・地元のケーブルテレビで告知 ○ ○

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施

ケ．その
他（内容
を１，（２）
に記入)

ア．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に各
学校から
申請書を
配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配
付

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしくは
保護者に
申請書を
配付

オ．制度
案内等は
行わず、
各学校で
希望者に
対して申
請書を配
付

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配付

キ．その
他（内容
を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）
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富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

①都道府県②市町村

課税所得
等の分類

基準額の
時期

12 11 10 6 7 11 3 5 5 5 5 4 6 4 2 2 11 0 1 15 15 15 15 0 0 1 12 15

○ ○ 1.2 課税所得 前年度 370 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額(※)と需要額
とを比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
※保護者の前年中（１月～１２月）の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計
額から所得控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料）を減じた額の12分の1を収入月額
とする。

10%未満

○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前年度 350 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 295 保護者死亡、離婚等家庭事情の急変した者
【課税所得等の分類】所得税法上の合計所得金額に非課税収入額を足したもの
【基準額の時期】平成24年12月の基準 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 その他 305 【基準額の時期】平成25年8月以前の基準 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 257

【基準額の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額と総所得（社
会保険料、生命保険料、医療費控除後）を比べている。
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額と需要額を比
較。
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 その他 374

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額(※)と需要額
とを比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
※世帯員全員の前年中（1月～12月）の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合
計額から所得控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料）を減じた額の12分の1を収入月
額とする。

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 254

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額(※)と需要額
とを比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
※世帯員全員の前年中（1月～12月）の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合
計額から所得控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料）を減じた額の12分の1を収入月
額とする。

5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額(※)と需要額
とを比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
※世帯員全員の前年中（1月～12月）の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合
計額から所得控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料）を減じた額の12分の1を収入月
額とする。 5%未満

○ 1.2 その他 その他 360

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額(※)と需要額
とを比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
※世帯員全員の前年中（1月～12月）の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合
計額から所得控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料）を減じた額の12分の1を収入月
額とする。

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 その他 240

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額(※)と需要額
とを比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
※世帯員全員の前年中（1月～12月）の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合
計額から所得控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料）を減じた額の12分の1を収入月
額とする。 10%未満

○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 350

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額(※)と需要額
とを比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
※世帯員全員の前年中（1月～12月）の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合
計額から所得控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料）を減じた額の12分の1を収入月
額とする。 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 その他 250 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ 1.2 課税所得 前年度 281 0%未満

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免
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富山県 高岡市

富山県 魚津市
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富山県 砺波市
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富山県 南砺市
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富山県 舟橋村
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富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 1 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 16 15 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 4 4 0 3 3 3 1 0 0 14

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 8,400

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 12,905
・通学費、修学旅行費はＨ２８年度実績の対象者の支給平均額を入力。
・通学費は実績なし。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 8,440

・通学用品費と学用品費は合わせて支給
・修学旅行費はＨ28年度の実績額
・学用品費は29年度予算に計上した単価
・新入学児童生徒学用品費等は29年度執行見込額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 39,290 ○ 21,490 21,490 支給平均額については、平成29年度予算に計上した単価を記入

○ 11,420 ○ 40,600
支給平均額については、平成29年度予算に計上した単価を記入
小学校では、修学旅行を実施していないため、就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていない。

○ 11,420 ○ 40,600 小学校では、修学旅行を実施していないため、就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていない。

○ 11,420 ○ 40,600

・支給平均額は２９年度予算に計上した単価により記入
・小学校では、修学旅行を実施していないため、就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていな
い。

○ 11,420 ○ 40,600 小学校では、修学旅行を実施していないため、就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていない。

○ 11,420 ○ 40,600

・支給平均額は28年度の実績額により記入
・小学校では、修学旅行を実施していないため、就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていな
い。

○ 40,600 ○ 10,750 10,750 支給平均額については、平成29年度予算に計上した単価である。

○ 11,420 ○ 20,470 小学校では、修学旅行を実施していないため、就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていない。

○ 11,420 ○ 20,470
支給平均額は２９年度予算に計上した単価により記入。小学校では、修学旅行を実施していないため、
就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていない。

○ 16,500 ○ 40,600 ○ 10,700 8,618 ・支給平均額はH28年度の実績をもとに記入したもの。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 3,500
・修学旅行費の支給平均額については29年度予算計上単価
・通学費の支給平均額については28年度実績（実績なし）

○ 11,420 ○ 40,600 小学校では、修学旅行を実施していないため、就学援助の対象費目として修学旅行費を設けていない。

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数15

富山県 富山市

富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 1 1 1 15 14 0 0 0 0 0 0 0 16 15 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 4 4 0 11 11 11 1 0 0 10

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70,000 67,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 10,885 ○ 64,965 ・通学費、修学旅行費はＨ２８年度実績の対象者の支給平均額を入力。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,159

・通学用品費と学用品費は合わせて支給
・修学旅行費はＨ28年度の実績額
・学用品費は29年度予算に計上した単価
・新入学児童生徒学用品費等は29年度執行見込額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 79,410 ○ 57,590 57,590 支給平均額については、平成29年度予算に計上した単価を記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 支給平均額については、平成29年度予算に計上した単価を記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70,000 70,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 支給平均額は２９年度予算に計上した単価により記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 支給平均額は28年度の実績額により記入

○ 3,000 3,000 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 支給平均額については、平成29年度予算に計上した単価である。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 56,670

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 50,000 50,000 学用品費：1学年　20,090円　2学年～22,320円を支給

○ 26,500 ○ 47,400 ○ 81,000 81,000 ・支給平均額はH28年度の実績をもとに記入したもの。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 80,000
・修学旅行費の支給平均額については29年度予算計上単価
・通学費の支給平均額については28年度実績（実績なし）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数15

富山県 富山市

富山県 高岡市

富山県 魚津市

富山県 氷見市

富山県 滑川市

富山県 黒部市

富山県 砺波市

富山県 小矢部市

富山県 南砺市

富山県 射水市

富山県 舟橋村

富山県 上市町

富山県 立山町

富山県 入善町

富山県 朝日町

①都道府県②市町村

自由記載欄

13 2 2 1

○

○ 通学服や体操服等のバザーによる供与

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 希望する児童への制服のリサイクル 上市町では、学校給食費を在籍児童生徒１人当たり月額1,000円(小規模認定校にあっては、月額の2分の1額）、兄弟姉妹３人以上の在籍児童生徒を有する世帯は、全額助成している。

○

○

○

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組


